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有田周辺広域圏事務組合特定事業主行動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 3 月 

有田周辺広域圏事務組合 
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有田周辺広域圏事務組合における女性職員の活躍に関する特定事業主行動計画 

 

令和 8 年 3 月策定 

有田周辺広域圏事務組合 

 

 

 有田周辺広域圏事務組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主

行動計画（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（平成 27 年法律第 64 号。以下「法」という。）第 19 条に基づき策

定する特定事業主行動計画です。 

 

 

 

1.計画期間 

 令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日までの 5 年間とし、 

 必要に応じて本計画の見直し等を図るものとする。 

 

 

 

2.これまでの取組について 

 数値目標として令和８年度までに女性の平均年次有給休暇取得日数を１４．

４日以上にすると設定してきました。 

 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

男性職員 １２．０日 １４．６日 １７．３日 １９．３日 

女性職員 １０．４日 １４．１日 １５．１日 １５．３日 

全職員 １１．６日 １４．５日 １６．８日 １８．４日 

 

男女差は見られますが、数値目標は達成されています。 
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3.女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、超過勤務の縮減にむ

けて下記のとおり目標を設定します。 

 

令和１３年度までの数値目標 

超過勤務の月平均  2.0 時間以下 

 

   ※令和６年度実績 … 男性３.３時間 女性１.８時間 

月平均２.６時間 

               

 

4.女性職員の活躍の推進に向けた取り組みについて 

（1）育児休業等から復帰しやすい環境整備 

  育児休業中の職員に対し、広報誌の送付や職場の動きの情報提供を行い、

円滑な職場復帰を支援します。 

  復帰後は子の看護の特別休暇等の周知を行い、年次休暇を取得しやすい職

場環境づくりに努めます。 

 

 

（2）男性職員の育児参加の促進 

男性職員の配偶者出産に伴う休暇、育児参加のための休暇を取得しやすい職

場環境づくりを行い、育児休業制度の積極的な活用を促進します。 

 

 

（3）女性管理職の育成と登用の推進 

  女性職員のキャリアアップの意識を高め、能力開発を図るための適切な研

修への参加を積極的に促し、各役職段階における人材の確保に努めます。 

  また、職員の意欲と能力の把握に努め、男女間での偏りがない人員配置に

努めます。 

 

 

(4) 継続して働ける健全な職場環境づくり 

仕事と家庭生活の両立を図ることができるよう業務分担についてよく検討

し、時間あたりの生産性を重視した人事評価を実施します。 

 

 

 

以上 


